
 

 

「税理士法人おおたか」について 
 

全国に税理士は約７万人いますが、相続を得意とする税理士はそれほど多くありません。税理士法人おおたか

は、代表社員の成田一正（公認会計士・税理士）の個人事務所時代を含め、20 年以上にわたり、個人の相続から

事業会社の承継まで多くの実績を積んできました。これらで培った、豊富な実務経験と専門知識・人脈等を活か

し、お客様の置かれている状況を理解した上で最善のご提案・お手伝いをさせて頂きます。 

 

税理士法人おおたか  
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-1-2 ゼニットビル 6F 
TEL: 03-5640-6450 FAX: 03-5641-1922 URL: http://www.ootaka.or.jp/ 

【遺産整理業務の流れ】 
 

初回無料相談 （要予約）   

         

見積書の提示   

   

ご契約   

   

「遺産整理業務」開始   

① 相続人･受遺者の確定 
 

② 対象財産の確認 
 

③ 財産･債務に関する評価額計算 
 

④ 財産目録の作成 
 

⑤ 遺産分割協議に関する説明、 

アドバイス 
 

⑥ 財産の名義変更※､預金口座の解約､ 

引渡手続 
 

※金融機関によっては、相続人ご本人様の 
手続きが必要となる場合もあります。 

 
 ⑦ ｢相続についてのお尋ね｣の作成 

及び所轄税務署への提出 
 

⑧ 完了・ご報告 

  

 ○ 年金・給与以外の所得に関する 

準確定申告書の作成 

  
 ○ 相続税の申告書作成 

  

 ○ 税務調査対策業務 

 (親族間の預貯金等の動きの調査など) 

  

 ○ 不動産登記に関する提携司法書士 

のご紹介 

 

☆ そのほかご要望により対応いたします！ 

 

 

 

【ご利用料金】 

 

 

 

(1)基本報酬 ……………………………………… 100,000 円 
 

(2)財産比例報酬 
遺産の価額 料率 

5,000 万円以下までの金額部分 0.7％ 

5,000万円超 7,000万円以下までの金額部分 0.6％ 

7,000 万円超 1 億円以下までの金額部分 0.5％ 

1 億円超 の金額部分 当社報酬規定による 
 
(3)加算報酬 

 「銀行、証券会社、保険会社等の手続先が複数の場合」「戸籍の調査等が複雑な場合」「遺言の執行が困難な場合」

には、別途加算報酬を申し受けます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊遺産の価額は、相続税の減額特例 
及び非課税の適用前、並びに債務 
控除前の相続税評価による金額で 
す。  

＊戸籍謄本等取得費用、旅費交通費、 
通信費の実費並びに遺言の執行に 
必要な費用、不動産の相続登記費用
(登録免許税・司法書士費用)は別途 
必要になります。 

遺産整理業務報酬 ＝ (1)＋(2)＋(3) 

所得税の申告義務がある場合 

追加オプション  ＜料金別途＞ 

無料 

相続税の申告義務がある場合 


